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2021年度  環境経営レポート

（対象期間：2021年 4月～2022年 3月）

2022年6月1日 　



　　　　　　　　　　　　

 

１．環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。

２．二酸化炭素排出量の削減を推進します。（電気、ガソリン、軽油）

３．事務所での廃棄物の削減を推進します。

４．建設現場等での建設リサイクル、再生資源の利用を推進します。

５．水道使用量の削減を推進します。

６．環境に配慮した住宅の建設を推進します。

７．地域の環境美化活動を推進します。

８．本方針を全従業員に周知徹底します。

代表取締役社長  坂上　功治

環 境 経 営 方 針

改訂日：2021年9月1日
制定日：2017年6月1日

Ⅰ．ごあいさつ

　坂上建設株式会社は、平成５年の設立以来、お客様の幅広いニーズにお答えする総
合建設会社として、数多くの実績を積み重ね、地域社会の発展に全力を傾注してまい
りました。全従業員が地球環境の保全の重要性を認識し、環境負荷の低減に努めるこ
とにより、美しい国土の維持、人と環境が共存する社会を目指して取り組んでまいり
ます。

　当社は、土木工事、建築工事、舗装工事、塗装工事、解体工事の各事業分野におい
て地球環境の保全の重要性を認識し、環境負荷の一層の低減を図るべく、全社一丸と
なって、自主的・積極的に環境への取組及び環境経営の継続的改善を推進します。
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Ⅱ．組織の概要

（１） 名称及び代表者名
坂上建設株式会社
代表取締役社長　坂上　功治

（２） 所在地
本　　　社 〒672-8083　兵庫県姫路市飾磨区城南町3丁目46番地
資材置場 〒672-8083　兵庫県姫路市飾磨区城南町3丁目44番地

（３） 環境管理責任者及び担当者の氏名と連絡先

環境管理責任者 部長 小野 健一郎 　TEL:079-239-2020
　E-Mail：ono@sakagami-group.co.jp

（４） 事業内容

　　許可番号　兵庫県知事　許可（特-30）第457840号　　許可年月日　平成30年6月25日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 許可期限　　令和 5年6月24日　

（５） 事業の規模

設立

資本金 万円

2021年度売上高 万円

従業員 延床面積 敷地面積

本社 17名 330㎡ 600㎡

資材置場 － 134㎡ 373㎡

合計 17名 464㎡ 973㎡

平成５年３月１日

土木工事業、建築工事業、舗装工事業、塗装工事業、解体工事業

3,000

102,072
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（６） 実施体制図及び役割・責任・権限表

【本社】

　 　

事務 営業部 工事部 運輸部

建設現場　工事責任者

部門長

（７） 事業年度 ４月～翌年３月

・環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施

・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成

・環境活動の実績集計

・環境関連法規制等取りまとめ表の作成、遵守評価の実施

・環境教育訓練計画の作成と実施の管理

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・自部門における環境方針の周知

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・特定された項目の運用管理

・自部門に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・緊急事態対応手順のテスト、訓練を実施、記録の作成

・環境管理責任者の補佐

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

・環境管理責任者を任命

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境経営目標・環境経営計画書を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・環境経営レポートの承認
・課題とチャンスの明確化

・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規制等の取りまとめ表を承認

・環境経営目標・環境経営計画書を確認

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・緊急事態対応手順のテスト、訓練の指導及び総括

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

代表取締役社長

環境
事務局

 代表者（社長）

 環境管理責任者

役割・責任・権限

・環境経営に関する統括責任

環境事務局

（現場代理人）

・環境経営レポートの作成、公開（事務所への備付けと地域事務局への送付）

・自部門における環境経営システムの実施

環境管理責任者

・環境経営レポートの確認

・特定された項目の手順書作成  （緊急事態への対応を含む）

工事責任者

全従業員

・建設現場における環境経営システムの実施

・工事担当者及び協力会社員に対する教育訓練の実施

・建設現場の環境活動計画の実施及び達成状況の報告

・緊急事態対応訓練の実施、記録の作成
・建設現場での問題点の発見、是正、予防措置の実施

・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加
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Ⅲ．認証・登録の対象範囲

登録組織名： 坂上建設株式会社
対象事業所： 本社、資材置場
対象外： 無
活動： 土木工事業、建築工事業、舗装工事業、塗装工事業、解体工事業
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IⅤ．主な環境負荷の実績

kg-CO2 65,740 62,790 64,085 53,270 45,092

ｋWh 18,838 20,799 19,279 18,610 17,913

L 15,931 15,548 15,520 10,605 10,285

L 7,303 6,501 7,430 6,806 5,032

kg 実績不明 ※　480 510 510 510
t 381 740 793 645 624
㎥ 244.5 237.0 226 246 204

Ⅴ．環境経営目標及びその実績

（１）中期目標

kg-CO2 65,740 63,110 62,453 61,796 61,138

対基準 △4％ △5％ △6％ △7％

kWh 18,838 18,084 17,896 17,708 17,519
kg-CO2 8,722 8,373 8,286 8,199 8,111

対基準 △4％ △5％ △6％ △7％

L 15,931 15,294 15,134 14,975 14,816
kg-CO2 36,986 35,482 35,112 34,742 34,373

対基準 △4％ △5％ △6％ △7％

L 7,303 7,011 6,938 6,865 6,792
kg-CO2 18,842 18,088 17,900 17,711 17,523

対基準 △4％ △5％ △6％ △7％

kg 576 553 547 541 536

対基準 　 △4％ △5％ △6％ △7％

％ 70.0 72.9 73.7 74.5 75.3

対基準 +2.9％ +3.7％ +4.5％ +5.3％
㎥ 244.5 234.7 232.3 229.8 227.4

対基準 △4％ △5％ △6％ △7％
軒 5 6 6 6 6

対基準 +1 +1 +1 +1

水使用量

項　目

　一般廃棄物

単位
2016年度
基準年度

2018年度 2019年度 2020年度

　電力使用量削減
　※(株)ハルエネ及び関西電力(株)分として

　ガソリン
　　使用量削減

　軽油
　　使用量削減

Ⅱ．廃棄物排出量

　一般廃棄物
　　　削減

　　　の向上

　建設リサイクル率

　　削減

Ⅲ．水使用量

2021年度

Ⅰ．二酸化炭素
　　排出量削減

Ⅵ.省エネ住宅の建設

　　　　　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2020年
度

2021年
度

注．化学物質は使用していない。

2023年
度

2016年度
基準年度

二酸化炭素排出量

　電力

　ガソリン

　軽油

廃棄物排出量

　産業廃棄物

2022年
度

電力の二酸化炭素排出係数は、(株)ハルエネ2018年度調整後係数0.463kg-CO2/kWh　及
び、
関西電力(株)2020年度調整後排出係数0.351kg-CO2/kWhを使用した。
達成度＝目標÷実績×100％、増加を目指す場合は、達成度＝実績÷目標×100％

注)
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（２）取組期間の実績

基準値 目標 実績 達成度 評価

kg-CO2 65,740 62,453 45,092

対基準 △5％ △31％

kWh 18,838 17,896 17,913
kg-CO2 8,722 8,286 8,248

対基準 △5％ △5％

L 15,931 15,134 10,285
kg-CO2 36,986 35,112 23,861

対基準 △5％ △35％

L 7,303 6,938 5,032

kg-CO2 19,166 17,900 12,983

対基準 △5％ △32％

kg 576 547 510

対基準 △5％ △11％
70.0 73.7 52.1

+3.7％ -17.9％
㎥ 244.5 232.3 204

対基準 △5％ △17％
軒 5 6 6

対基準 +1 +1

　

注1)

注2)

Ⅰ．二酸化炭素
　　排出量削減

　　削減
○

○

達成度欄にて、削減を目指す場合は、達成度＝目標÷実績×100％、
増加を目指す場合は、達成度＝実績÷目標×100％

114%

2016年度
基準年度　　　　　　　　　　　　　　　年　度

　　項　目

×

139% 〇

△

〇

〇

　一般廃棄物
　　　削減

　建設リサイクル率

　　　の向上

Ⅲ．水使用量

取組期間の実績

注3) 建築リサイクル率の実績＝再資源化量（325,000kg）/ 産業廃棄物発生量（623,540kg）
×100

　ガソリン
　　使用量削減

　軽油
　　使用量削減

Ⅱ．廃棄物削減

100%

107%

71%

〇

％

（2021年4月～2022年3月）

99.9%

　電力使用量削減

138%

147%

Ⅵ.省エネ住宅の建設

評価欄にて、◎：大幅達成（150％以上）、○：達成（100％以上～150％未満）、△：や
や未達成（90％以上～100％未満）、×：未達成（90％未満）

7



Ⅵ．環境経営計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容

◎よくできた　○まずまずできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

取組結果

（目標達成）

○

（目標やや未達成）

△

○ 頻繁に使用する部屋に設置。次年度も続ける。

○

○

（目標達成）

○ 積み下ろしの際も意識して取り組めた。

○ 普段より安全運転に注意しているのでできた。

○

（目標達成）

○ 今後もエコドライブに努めていく。

○

○ 次年度も、こまめな点検を継続する。

○

○

○

×

○

× 今後は、簡単なポスター等を掲示する

○

・環境に配慮した省エネ性能の高い住宅建設の促進

○注）省エネ住宅とは：ZEH／ゼロエネルギー住宅、高気密・
高断熱・耐久性・耐震性などの機能を有した住宅

次年度も、左記取組を継続する。

一般廃棄物の削減 （目標達成）

・重機の空ふかしの禁止

・アイドリングストップ

（目標達成）

水使用量の削減

より多くの工夫ができるようにする。
次年度も、左記取組を継続する。

・空気圧、オイル等の点検

省エネ住宅の建設

階段での消し忘れなど、不要照明の消灯を徹底。
次年度も続ける。

・節水の周知徹底

建設リサイクル率の向上

・節水シールの貼付とポスター掲示

節水の呼びかけはできているが、より徹底をはか
る。
次年度も引き続き行う。

・清掃時・手洗い時の節水

現在、実施中である。
次年度も、左記取組を継続する。

・設備の空運転禁止
不在時や昼休みなど長時間不使用時に対応でき
た。

・サーキュレーターの設置

・仮設資材の再利用の推進

・分別によるリサイクル推進

（目標達成）

・アイドリングストップ

ガソリン使用量の削減

環境経営計画

二酸化炭素排出量の削減

（下記の通り）

クールビズも導入したが、猛暑日が続き適正温度
を順守することが難しかった。次年度も体調不良
にならないよう臨機応変に温度を調整していきた
い。

・不要照明の消灯

・分別の徹底 分別は、きちんとできている。次年度も、左記取
組を継続する。

（目標未達成）

もっと無駄を省く計画性が必要と思われる。
次年度も、左記取組を継続する。

電力使用量の削減

・実態調査

今年度はリサイクルできる工事が少なかった。引
き続き、建設系廃棄物の分別・リサイクル推進し
ていく。

安全運転に注意し、無駄なエネルギーを使用しな
い。

適正な処理ができている。次年度も続けていく。

・急加速・急停車の防止

・効率的な移動

軽油使用量の削減

・空調温度の適正化
（冷房28℃暖房20℃）

（下記の通り）

評価結果と次年度の取組内容
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Ⅶ．環境関連法規等の遵守状況の評価の結果

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。
遵守評価

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

なお、環境法規制等への違反、訴訟、環境上の苦情等も過去３年間ありませんでした。

Ⅷ．代表者による全体の評価と見直し・指示

代表取締役社長　　坂上　功治

規制対象車両の登録禁止
規制対象車両の指定地域通行禁止

低騒音・低振動型建設機械の使用の促進

特定建設作業の届出、規制基準の遵守

低排出ガス対策型建設機械使用の普及・促進

フロン類使用機器の定期点検と記録、漏洩防止、廃棄時の
適切処理
フロン類使用機器の簡易点検と記録・保存(廃棄後3年)及び
「廃棄時の適切な処理(フロン回収義務)
(解体工事）該当機器設置有無の確認、発注者への書面によ
る説明・交付及び説明書面の写しの保存(工事終了後３年)

消火器設置・点検

2022年6月1日

　当社は、良い地球環境や自然環境を次世代に残すための取り組みの大切さを社員全員が認識し、エコアクション
21に取り組んでいます。まだまだ不十分な部分があり、環境に対し勉強していくことは、とても大切であると考え
ます。
　節電・節水・エコドライブなどの省エネについては、今後より一層努力をしていく必要があります。また、３Ｒ
などの無駄をなくす取り組みは、社内活動として定着してきているので、今後は更なる啓蒙活動を行い、全社員へ
の徹底を図っていく必要があります。
　全体的には、非常に厳しい経済状況の中、投資をなるべく抑えて、目標を設定して実行し、目標を達成してきた
ことは、一定の評価ができると考えます。尚、【環境方針】、【環境経営目標・環境経営計画】、【実施体制】の
変更の必要性はありません。

騒音規制法 特定建設作業の届出、規制基準の遵守

遵守

基準に適合した特定特殊自動車の使用

姫路市公害防止条例

オフロード法

低騒音型
低振動型建設機械の規程

排出ガス対策型建設機械普及促進規程

フロン排出抑制法

再生資源、建設工事副産物の再利用
再生資源利用計画書、実施記録の作成

保管基準の遵守、収集運搬・処分業者との適正な契約、マ
ニフェストの交付・保存・確認・交付状況等報告書の提出

特定建設作業の届出、規制基準の遵守

大気汚染防止法

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法

建設リサイクル法

建設業の再生資源利用省令

建築物等の分別解体義務、事前届出
特定建設資材廃棄物の再資源化義務

特定粉じん排出等作業の実施の届出、作業基準の遵守
事前調査及び調査結果の書面説明・交付及び説明書の写し
保存(3年)
事前調査結果の記録作成・保存(3年)
知事への説明
下請負人への説明

振動規制法

適用される法規制

廃棄物処理法

遵守する事項

事故時の措置と届出（通報）消防法
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Ⅸ．地域の環境美化活動状況

　坂上建設株式会社では、毎週金曜日の早朝に本社近隣の清掃及び、地域の環境美化に向けて各営業所のクリー
ン活動を行っております。社長自ら取り組むこのクリーン事業は、社員全員の向上心を高めるとともに、地域に
思いやりを持って取り組んでおります。
　この取り組みは、雨の日も継続して行っており、人と環境が共存する社会を目指す取り組みをこれらも怠らず
推進します。
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